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南和広域医療企業団病院事業料金徴収条例の一部を改正する条例の

専決処分の報告及び承認について

令和元年１０月１日から、消費税及び地方消費税の税

率が、引き上げられることにより所要の改正を行うもの

である。

２．改 正 趣 旨

○病院事業料金徴収条例（第２条関係）

病院事業料金徴収条例（第２条関係）の別表に定め

る額を消費税及び地方消費税の税率が８％から１０％

に引き上げられた額の設定とする。

３．主 な ポ イ ン ト

４．主 な 改 正 内 容

現　行

別表（第２条関係）

南奈良総合医療センター 吉野病院 五條病院

初診料算定1回につき　１，０８０円

特室 １日につき　　１０，８００円
一般病床 １日につき　７，５６０円
療養病床 １日につき　４，３２０円

Ａ室 １日につき　　７，５６０円

Ｂ室 １日につき　　５，４００円 １日につき　　５，４００円

Ｃ室 １日につき　　３，２４０円 １日につき　　３，２４０円

Ｄ室（２床室） １日につき　　１，０８０円

1　自動車損害賠 償保
障法(昭和30年法律第
97号)による保険金又
は損害賠償額の支払の
請求に必要な書類

2　年金の受給に必要
な診断書

１通につき　　　　５，４００円

3　生命保険等の保険
金の支払の請求に必要
な診断書

１通につき　　　　５，４００円

4　前各号以外の文書

企業長が定める額

改正後

別表（第２条関係）

南奈良総合医療センター 吉野病院 五條病院

初診料算定1回につき　１，１００円

特室 １日につき　　１１，０００円
一般病床 １日につき　７，７００円
療養病床 １日につき　４，４００円

Ａ室 １日につき　　７，７００円

Ｂ室 １日につき　　５，５００円 １日につき　　５，５００円

Ｃ室 １日につき　　３，３００円 １日につき　　３，３００円

Ｄ室（２床室） １日につき　　１，１００円

1　自動車損害賠 償保
障法(昭和30年法律第
97号)による保険金又
は損害賠償額の支払の
請求に必要な書類

2　年金の受給に必要
な診断書

１通につき　　　　５，５００円

3　生命保険等の保険
金の支払の請求に必要
な診断書

１通につき　　　　５，５００円

4　前各号以外の文書

企業長が定める額 その他の料金

 その他の料金

　他の病院又は診療所からの文
書による紹介のない患者（緊急
その他やむを得ない事情のある
者を除く。）に対する加算料

室　料

文書料

診断書１通につき　　　　　　５，５００円
診療費明細書１通につき　　　３，３００円

１通につき　　　　３，３００円以内で企業長が定める額

　他の病院又は診療所からの文書に
よる紹介のない患者（緊急その他や
むを得ない事情のある者を除く。）
に対する加算料

室　料

文書料

診断書１通につき　　　　　　５，４００円
診療費明細書１通につき　　　３，２４０円

１通につき　　　　３，２４０円以内で企業長が定める額

施行日：令和元年１０月１日

５．施 行 日

議案資料 １

南和広域医療企業団病院事業料金徴収条例の一部を改

正する条例について、消費税及び地方消費税の税率引き

上げの１０月１日に公布施行する必要があるため、次の

とおり専決処分したので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２９２条において準用する同法第１７９条

第１項の規定により報告し、議会の承認を求める。

１． 専決処分について
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（単位　：　円）

当初予算額 補正予算額 合　　　計

第１款 病 院 事 業 収 益 10,131,599,000 106,097,000 10,237,696,000 9,741,272,668 △ 496,423,332 セグメント別収益 千円 （単位：円）

第１項 医 業 収 益 8,489,239,000 47,914,000 8,537,153,000 8,074,753,851 △ 462,399,149 南奈良総合医療センター 7,762,153 当年度純損失　　　 Ａ △ 80,969,451

第２項 医 業 外 収 益 1,515,930,000 58,183,000 1,574,113,000 1,544,172,957 △ 29,940,043 吉野病院 1,211,190

第３項 看護師養成事業収益 126,430,000 0 126,430,000 122,345,860 △ 4,084,140 五條病院 767,930 　現金を伴わない収入

第４項 特 別 利 益 0 0 0 0 0 長期前受金戻入益　 Ｂ 1,269,827,356

　現金を伴わない費用

当初予算額 補正予算額 合　　　計 減価償却費　　　 Ｃ 1,371,909,335

第１款 病 院 事 業 費 用 10,330,625,000 △ 141,768,000 10,188,857,000 9,822,242,119 366,614,881 セグメント別費用 千円 長期前払消費税償却費 Ｄ 74,120,686

第１項 医 業 費 用 9,937,367,000 0 9,937,367,000 9,590,744,866 346,622,134 南奈良総合医療センター 7,774,015 特別損失 Ｅ 7,342,887

第２項 医 業 外 費 用 263,396,000 △ 141,768,000 121,628,000 119,474,833 2,153,167 吉野病院 1,128,492

第３項 看護師養成事業費用 111,519,000 0 111,519,000 103,826,991 7,692,009 五條病院 919,735 　　差　　引　（Ａ－Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） Ｆ 102,576,101

第４項 特 別 損 失 15,343,000 0 15,343,000 8,195,429 7,147,571

第５項 予 備 費 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 県借入金返還額 Ｇ 50,383,700

病院事業収益・費用　　　差引 △ 80,969,451 　　差　　引　　　　（Ｆ＋Ｇ） Ｈ 52,192,401

前年度繰越利益剰余金 △ 1,030,425,235

当年度未処理欠損金 △ 1,111,394,686 （繰越欠損金として次年度へ）

（単位　：　円）

当初予算額 補正予算額 合　　　計

第１款 資 本 的 収 入 585,935,000 0 585,935,000 585,935,920 920

第１項 負 担 金 585,935,000 0 585,935,000 585,935,920 920

当初予算額 補正予算額 合　　　計

資 本 的 支 出 783,061,000 0 783,061,000 734,905,648 48,155,352

第１項 建 設 改 良 費 146,741,000 0 146,741,000 98,586,028 48,154,972

第２項 企 業 債 償 還 金 585,936,000 0 585,936,000 585,935,920 80

第３項 県 借 入 金 返 還 金 50,384,000 0 50,384,000 50,383,700 300

資本的収入・支出　　　　差引 △ 148,969,728

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額148,969,728円は損益勘定留保資金148,969,728円で補てんした。

第１款

セグメント別収入　　　　　　　　　　　　千円
　　　南奈良総合医療センター  　585,936

セグメント別支出　　　　　　　　　　　　千円
　　　南奈良総合医療センター　　709,525
　　　吉野病院　　 　　　　　　　　　　13,056
　　　五條病院　　　　　　　　　　　　 12,325

区　　　　　分
予　　算　　額

決算額 不用額 備　　　　　考

区　　　　　分
予　　算　　額

決算額 不用額 備　　　　　考

区　　　　　分
予　　算　　額

決算額 増減額 備　　　　　考

県からの借入金返還後のキャッシュフロー
区　　　　　分

予　　算　　額
決算額 増減額 備　　　　　考

平成 ３０ 年度 南和広域医療企業団 病院事業決算について

病院事業収益・費用

資本的収入・支出

議案資料 ２
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南奈良+看専 吉野 五條 計 南奈良+看専 吉野 五條 計 南奈良 吉野 五條 計

82.8% 104.3% 49.0% 82.7% 83.9% 101.6% 65.5% 84.2% 81.8% 97.4% 71.0% 82.4%

98.9% 110.3% 58.7% 97.1% 99.9% 107.3% 83.5% 99.3% 98.6% 111.6% 94.4% 99.6%

56.0% 48.5% 84.2% 56.2% 58.8% 49.9% 74.1% 58.7% 59.4% 58.4% 66.1% 59.8%

20.3% 18.2% 16.8% 19.8% 20.0% 20.2% 10.5% 19.4% 19.8% 9.4% 11.1% 17.8%

10.3% 16.0% 10.6% 11.2% 10.8% 17.8% 7.2% 11.5% 10.8% 6.8% 7.8% 10.1%

9.8% 2.1% 5.3% 8.4% 9.2% 2.4% 3.2% 7.8% 8.9% 2.4% 3.1% 7.6%

17.0% 12.9% 27.0% 16.8% 16.1% 13.8% 20.0% 16.1% 17.2% 15.3% 18.3% 17.1%

南奈良+看専 吉野 五條 計 南奈良+看専 吉野 五條 計 南奈良 吉野 五條 計
１　総収益 7,300,352 1,232,415 426,723 8,959,490 7,762,153 1,211,190 767,930 9,741,273 8,108,737 1,192,904 916,249 10,217,890

（１）医業収益 5,942,147 1,166,033 356,460 7,464,640 6,325,771 1,146,490 602,493 8,074,754 6,537,200 1,041,161 689,027 8,267,388
ア　入院収益 3,723,142 634,319 226,820 4,584,281 3,899,487 632,371 429,537 4,961,395 4,098,350 674,775 472,696 5,245,821
イ　外来収益 1,597,013 338,459 63,926 1,999,398 1,710,796 328,678 79,238 2,118,712 1,924,672 245,439 155,086 2,325,197
ウ　その他医業収益 240,401 46,509 9,971 296,881 220,738 42,334 16,489 279,561 237,164 48,197 12,495 297,856

２　総費用 7,382,903 1,117,697 727,519 9,228,119 7,766,189 1,128,338 919,520 9,814,047 8,223,850 1,069,101 970,703 10,263,654
（１）医業費用 7,178,490 1,117,697 727,519 9,023,706 7,542,887 1,128,338 919,520 9,590,745 7,993,587 1,069,101 970,703 10,033,391

ア　職員給与費 3,326,232 565,433 299,995 4,191,660 3,719,498 572,226 446,261 4,737,985 3,884,243 607,874 455,738 4,947,855
イ　材料費 1,204,529 212,142 59,980 1,476,651 1,268,195 231,882 62,971 1,563,048 1,293,510 98,223 76,516 1,468,249

薬品費 610,002 186,615 37,785 834,402 682,140 203,985 43,109 929,234 707,709 70,483 53,541 831,733
診療材料費 584,685 24,509 19,058 628,252 581,029 27,040 19,452 627,521 581,717 25,134 21,509 628,360
給食材料費 77 45 9 131 85 42 40 167 63 55 27 145
医療用消耗備品費 9,765 973 3,128 13,866 4,941 815 370 6,126 4,021 2,551 1,439 8,011

ウ  経費 1,578,514 228,130 154,310 1,960,954 1,474,404 253,835 174,105 1,902,344 4,098,350 289,447 206,429 4,594,226
委託料 1,008,898 150,328 96,381 1,255,607 1,019,556 157,843 120,635 1,298,034 1,125,210 159,815 126,250 1,411,275

経常収支比率
（経常収益／経常費用）

平成２９年度　決算（Ａ） 平成３０年度　決算（Ｂ） 令和元年度　予算　（Ｃ）

医業収支比率
（医業収益／医業費用）

平成３０年度　決算（Ｂ） 令和元年度　予算　（Ｃ）

人件費比率
（給与費／医業収益）

材料費比率
（材料費／医業収益）

薬品費比率
（薬品費／医業収益）

診療材料費比率
（診療材料費／医業収益）

委託費比率
（委託費／医業収益）

平成２９年度　決算（Ａ）

平成３０年度 南和広域医療企業団 経営指標分析
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１．改　正　趣　旨

　地方自治法及び地方公務員法の改正に伴い、特別職の任
用及び臨時的任用の適正を確保するとともに、会計年度任
用職員制度を導入するため、奈良県において職員の分限に
関する条例等の改正が行われた。
　当企業団においても、県の対応に準じ、南和広域医療企
業団職員の分限に関する条例等について所要の改正を行
う。

　令和２年４月１日から施行

２．改　正　概　要

３．施　行　期　日

第１ 南和広域医療企業団職員の分限に関する条例

会計年度任用職員の休職の期間は、地方公務員法の規定

により任命権者が定める任用期間の範囲内とする旨を規定

第２ 南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例

６か月をこえて勤務するフルタイムの会計年度任用職員に

対し、国及び県の会計年度任用職員と同様に、退職手当を支

給する旨を規定

第３ 南和広域医療企業団職員の給与の種類及び基準に関

する条例

会計年度任用職員に対し、給料及び手当(通勤手当、特殊

勤務手当及び期末手当等)を支給する旨を規定

第４ 南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例

会計年度任用職員ついては、育児休業から復職した場合

に号給調整を行わないため、これに関する規定の適用を除

外する旨を規定

第５ 南和広域医療企業団人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例

フルタイムの会計年度任用職員を人事行政の運営等の状

況の公表対象とする旨を規定

※参考

●会計年度任用職員

一会計年度を超えない範囲内で任用される非常勤の職。

地方公務員法第２２条の２第１項第１号に定める短時間勤

務の会計年度任用職員と同項第２号のフルタイムの会計年

度任用職員に区分される。

議案資料 ３南和広域医療企業団職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例について

 
5



6



地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条の定めによる、資金不足比率について下記のとおり報告いたします。

①資金不足比率の算定

〇地方公共団体の長は、毎年度公営企業ごとに資金不足比率を算定、監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告、公表

②経営健全化基準（２０％）以上となった場合

〇経営健全化計画を議会の議決を経て作成、毎年度、経営健全化の実施状況を議会に報告し公表

平成３０年度決算に基づき、南和広域医療企業団病院事業の資金不足

１．流動負債 （ ① － ② ） 1,052,090 の算定を行ったところ、下記のとおり資金不足が生じていないため、資金

① 流動負債 1,664,359 不足比率の該当はなし。

② 控除企業債 612,269

２．平成２９年度同意等債で未借入または未発行の額 0 資金不足比率

３．建設改良費等以外の経費に対する地方債の現在高 0 －

４．流動資産 3,029,081 ※

５．平成２９年度に繰り越される支出の財源充当額 0

６．医業収益（事業規模） 8,074,854

資金不足額 △ 1,976,991

資金不足比率 －　　

【指標の説明】

公営企業ごとの「資金の不足額」の「事業規模」に対する比率。

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示す。

（単位：千円）

事業名

病院事業

資金不足比率なしのため、「－」と表記

※ 資金不足比率なしのため、「－」と表記

項目

備考

資金不足なし

（１－２）＋３－（４－５）

｛（１－２）＋３－（４－５）｝／６×１００

平成 ３０ 年度 南和広域医療企業団 病院事業会計資金不足比率の報告について

比率の概要

算定式 算定結果

議案資料 ４
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